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ネル・プロイニングの経営思想

　　　一共同決定思考の展開一

増　田　正　勝1

1　序　　論

　西ドイツのカトリシズム内部では，いわゆるボーフム宣言％949年）以来，

労働者の共同決定権をめぐって生じた保守派と進歩派の対轟ζ，今日まで依

然として続いている。とくに歴代ローマ教皇（Leo　X皿1，　Pius　XI，　Pius　Xll，

Johannes　XX皿，　Paul　VI）の社会回勅および労働者の経営参加に関する諸発

言，さらに第2ヴァチカン公会議の司牧憲章等の解釈をめぐって論争が行わ

れてきた。

　カトリック社会論内部の保守派を形成している人々は，所有権神聖論者と

でも称さるべき人々で，新自由主義（Neoli　berali　smu　s）に同調もしくはほぼ

これに近い立場をとっている。グンドラッハ（Gundlach，　Gustav），ラウ

シャー（Rauscher，　Anton），ヴェーバー（Weber，　Wiihelm），プリーフス

（Briefs，　Goetz）などがおり，もっとも頑強な共同決定反対論者の新自由主

義者ポェーム（Bbhm，　Franz）がしばしば加わっている。

①1946年ボーフム（Bochum）で開催されたカトリック会議は，労働者あ共同決定権の

問題をとりあげ，その決議文の中で，共同決定権は「神の望まれる秩序に合致せる自然権

（Das　naturliches　Recht　in　gottgewollter　Ordnung）」であると表明した。これがいわゆゐ

「ボーフム宣言」と称されるものであるが，カトリック内部の保守派はこれに反対した。

それ以来，とくにカトリック社会論内部で，共同決定権は自然権なりや，という問題をめぐ

って論争が生じた。

②拙稿「共同決定をめぐる論學一カトリック社会論の立場」名古屋学院大学論集第18号
（1969）
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　保守派に比較して進歩派はさほど鮮明でない。強固な反対論者を除いた大

方のカトリック社会論者は，労働者の共同決定権については，中庸を保つか，

あるいは肯定的な態度を表明するかしているからである。しかし敢えて他方

の極を挙げるとすれば，ネル・プロイニング（Nell－Breuning，　Oswald　von）

であろう。彼が新自由主義に対して批判的立場に立っていることは，SPD
（ドイツ社会民主党）系の雑認伽く彪G・・鷹観・の編集委筋1人で

あるこどからも察せられよう。

　保守派グループの見解は，1967年の論文集『共同決定批判』（Mitbestim－

mung，　hrsg．　von　Goetz　Briefs，　Stuttgart　1967）で総括的に提示されて

おり，1971年には『政治的妥協としての共同決定』（1吻∂お伽〃z％㎎一

〇rdnungselement　oder　PolittScher　KoinPromiB，　Kritische　Erwil’gungen　zum

Biedenleopf－　Gu　tach　ten，　hrsg．　von　F　B6hm　und　G　Briefs，　St　uttgart　1971）に

おいて，共同決定拡大の主張に対する反対の立場を明らかにしている。

　一方ネル・プロイニングは，これら保守派グループの共同決定批判に答え

るかのように，1968年から1969年にかけて以下の三つの著書を出版してい

る。

　Nell－Breuning，　Oswald　von：Mitbestimmztng，　Frankfurt　aM．1968．

　　　　　　　　　　　：Streit　um　Mitbesim〃mung，　Frankfurt　aM．1968

　　　　　　　　　　　：Mitbestimmung－”irer　mit　wem？，　Freiburg／

　Basel／Wien　l969，

　共同決定の問題をもっとも体系的に論じているのは，第1の著である。第

2の著は，とくに第2ヴァチカン公会議の司牧憲章に関連して共同決定の諸

問題を考察している。第3の著では，共同決定の問題群がさらに多様な角度

から検討されている。

　ネル・プロイニングの経営思想を考察するに当って，これらの著を共同決

定肯定論として保守派グループの見解に対決させながら，彼の共同決定思考

③同誌の編集委員には，Willy　Brandt，　Otto　Brenner，　Karl　Schi　ller，　Car　lo　Schmi　dtなど

もいる。



一
468－（468） 第24巻　第4・5号

を論じていくことに，われわれは多大の関心をもっている。しかしここでは

別の問題がわれわれを捉えている。保守派と進歩派との論争に関する問題は

別の機会にゆずり，さしあたっては以下の問題を解明していきたいと思う。

　共同決定に関するネル・プロイニングの初期の論文は，彼の著『経済と社

会，第2巻』（WirtSchaft　und　Gese4schafi　heute，11．2初加g6η，　Freiburg　l957）

に収められている。初期の諸論文と，上掲の三著および最近のいくつかの論

文を比較してみると，ネル・プロイニングの共同決定思考に一定の発展が認

められるのである。共同決定法（1951年）の成立した時期のネル・プロイニ

ングは，労働者の共同決定権に関してはきわめて慎重な態度をとっていたが，

60年代の後半あたりからアクティーフな肯定論者へと変貌していく。われわ

れがここで考察する企業組織法（Unternehmensverfassung）の構想は，彼に

おける共同決定思考の発展のひとつの到達点になっている。発展の背後には，

ネル・プロイニングの社会改革構想における共同決定の地位の相対的上昇が

あったものと推察される。このことはまた，彼自身のカトリック社会論が共

同決定に関して一定の発展を遂げたことを意味している。

　ネル・プロイニングの共同決定思考に発展をもたらしたものはなにか。企

業組織法モデルを到達点に設定して，ネル・プロイニングの共同決定思考の

展開を考察してみたいと思う。

IIネル・プロイニングの企業組織法モデル

　ネル・プロイニングの企業組織法モデルとその基本的思考は，1967年の論

文「企業組織法の構想」（Unternehmensverfassung，　in：Dtzs　Unternehmen　in

der　Rechtsordnung，　Festgabe　fUr　Heinrich　Kronstein，　Karlsruhe　1967）の中

で展開されている。もっともそこに提示されているモデルは，彼の独創にの

みなるものではない。他の多くの研究者の研究成果に負うところが大きいの

である。
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　例えば1968年に『社会構造政策的要求としての企業組織法』（Un．

ternehmensverfassung』σなgesezaschafisPolitisbhe　Forderung，　Ber　li　n　1968）

と題した報告書が出版されている。この報告書は，ボェツヘル（Boettchel，

Erik），ハックス（Hax，　Karl），クン・）4エ（Kunze，　O　tto），オルトリィープ

（Ortheb，　Heinz－Dietrich），プレーラー（Preller，　Ludwi　g），ネル・プロイニン

グからなる研究者グループによって作成されている。このグループの中では

とくに法学者のクンツェがネル・プロイニングに多大な影響を与えていると

思われる。クンツェは，すでに1953年からドイツ法学者会議の研究委員会の

一員として，企業法（Unternehmensrecht）の問題に取り組んでおり，1957

年の同委員会の報告講ま，「大部分彼の仕事である食されている．したがづ

てネル・プロイニングのモデルに先立ってあるいはそれと並行して，ドイツ

法学者会議の研究委員会のモデルやクンツェのモデノ厘が，さらに同じ法学者

グループのバーラーシュテート（Balleilstedt，　Kurt）のモデル⑦やケーラー

（Kbhler，　Herber　t）のモデ虐があったといわねばならないであろう。また具体

的な法案として要求されたものを挙げれば，1968年のSPD（社会民主党）

モデル，CDU（キリスト教民主同盟）社会委員会のモデル，　DAG（ドイ

ツ職員組合）モデル，あるいば1970年の「ビーデンコプフ報告書」

（BiedenkopfGutachten）のモデルなどもある。ネル・プロイニングのモデル

④　ひntersuch　ungen　zur　Refor〃z　des　Un彪アnehmensrtachts，　Bericht　der　Studienkom〃zi∬ion

des　Deutschen　lu　ris　ten　tags，　Teil∬（Bericht　der　Ausschusses　m），　TUbi　ngen　1957．

⑤Nen－Breuning，　Oswald　von：Von　der　Mitbestimmung　zur　Unternehmensverfassung，

in：ZfbF．，16．　Jg．，1964，　S．669．

⑥Kunze，　Otto：Rechtsprobleme　der　Mitbestimmung　im　Groβunt6rnehmen，　in：Das

ルk’tbestimmungsgesprd’ohe，1957，　Nr．7／8，　S．18ff．；Von　der　Reform　des　Ak廿enrechts

zur　Reform　de　s　Unternehme　nsrechts，　in：伽ル働θ伽2勉〃η8sg㏄卿吻，1957，　Nr．11，　S．

i10　ff．・

r⑦BaUerstedt，　Kurt：Eigentum　und　Mitbestimmung，　in：Macht　oder　Ohnmacht　des
i　Eigentu〃zs，7．　Europ．　GesPr　ch，　hrs9．　von　F．　Rδssling・GrUters，・Kδln　1959，　S　183ff．

⑧K6hler，　Herbert：Untemehme　nsverfassung　und　Aktienrecht，　ln：〃dStenza’tung，’11

（1956），S．137ff．；Rechtsform　und　Untemhmensverfassung，　i皿Zθ露scぬ瞬卿8θ∫㈱θη

．StuatstOissenschaften，　155（1959），　S．716ff．　　　　　　　　　＼
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も，これら数多くのモデノV＠a中のひとつである。

　ネル・プロイニングの企業組織法モデルの概要をみると以下のようになっ

てい課

　西独における既存の株式会社の機関は，株主総会（Hauptversammlung）

監査役会1（Aufsichtsrat）・取締役会（Vorstand）の三者であるが，企業組

織法もまたこれと類似した機関を企業の機関として規定しょうとする。企業

の機関としては，Unternehmensversammlung・Unternehmensrat・Unter－

nehmensleitungの三者が考えられている。Unternehmensversammlungは，株

主総会からのアナロギーであるが，ここでは企業総会と訳してとこう。あと

の二者は，それぞれ監査役会と取締役からのアナロギーである。適当な訳語

を見出せないので，このアナロギーを利用して，企業監査役会および企業取

締役会としておこう。企業機関の構成とその主要任務は次のようである。

企業総会（Unternehrnensversammlung）

　企業の最高機関である。主たる任務の一一つは，企業監査役の選任であり，

いま一つは，企業の死活にかかわる重要なあらゆる決定（alle　fUr　das　Unter－

neh　men　le壌nswichtigen　BeschlUsse）を行うことである。

　企業総会は，出資者代表・労働者代表・公益代表・議長団から構成される。

企業総会の構成員の数は，企業の規模や重要度に応じて段階づけられる。例

えば総数が51名の場合，ネル・プロイニングはつぎのような勢力配分を提案

している。出資者代表と労働者代表各々20名，公益代表8名，議長1名，副

議長2名，である。

　出資者代表の選出母体は，当該企業の法律形態によって一義的に決まって

くる。株式会社であれば株主総会が選出母体である。ただコンツェルンの場

⑨1970年以降のモデル案は次の書に収録されている。Mztbestimmung，35　Modezae〃nd
ル勧η〃㎎卿zu　etnem　geseUschafisPalitischen　Problem，　hr　sg．　von　S．　Hergt，　Opladen　1974．

⑩NeUBre　uning，　Oswakl　von：Untmehmensve㎡assung，　in：Llas　Unternehmen　in　der

ReChtsordnung，　Festgabe　fUtr　Heinrich　Kronstein，　Karlsruhe　1967，　abgedruckt　in：Ne皿一

Breuning，　Oswa　ld　von：Mitbestimmung，　FrankfUrt　aM　1968，　S．90ff．（以下では再録分の，

ページ数を示す）
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合には問題が複雑になろう。労働者代表については，「労働組合の参加のな吟

期決定＿したがって企業繊法一は想像できない」⑪として，企業内従業

員代表と労働組合代表を予定している。公益代表8名については，企業総会

の出資者代表と労働者代表がそれぞれの側で4名を選任する’。議長団は，共

同決定法にみるいわゆる　“第11番目の人物”に相当する中立的役割を果す

もので出資者代表，労働者代表，公益代表によって選任される。

　企業監査役会（Unternehmensrat）

　株式会社の監査役会とほぼ類似の地位と役割をもっている。企業取締役会の

任命，企業取締役会の活動の監督，場合によっては取締役の召還が主要任務

である。

　企業監査役は企業総会によって選任される。企業総会の出資者代表と労働

者代表がそれぞれの側で候補者を選定し，全体の多数決をもって監査役に任

命する。さらにここでも一定数の公益代表が参加する。その任命の仕方につ

いてはネル・プロイニングはなにも述べていない。最後に中立的な人物が議

長の役に任命される。

　企業監査役会の構成方式を，現行の共同決定法のそれと比較してみると，

労資各々の側の利益集団である株主総会や労働組合・経営協議会の直接的な

影響がこの段階まで及ばない仕組みになっている。

　企業取締役会（Unternehmensleitung）

　いわゆるトップ・マネジメントであり，その地位と役割は，既存の取締役

会（Vorstand）に準ずる。企業取締役は，上述のように企業監査役会によって

選任されるが，ここで具体的な選任方法に関する記述は見当らない。しかし

基本的な考え方は，「企業取締役は，どの専門部門を担当していようと，労資

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
双方の信任を得，また労資双方から任命を受けるべきだ」ということである。

したがってここでは共同決定法にみられる労務担当取締役（Arbeitsdirektar）

に関する特別の規定は不必要とされている。各企業取締役はすべて同じ条

⑪NeU－Bleuning，　Oswa】d　von：a．　a．0．，　S．92．

⑫NeU・B！euning，　Oswa】d　von：a．　a。0．，　S．95．
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　件下で選任される。ネル・プロイニングは，企業取締役の決定の必要条件を，

　企業監査役会全体の多数決とともに，出資者側と労働者側の双方それぞれの

　多数決とすることを提案している。

　　以上がネル・プロイニングの企業組織法モデルの概要である。もっともネ

　ル・プロイニングは，具体的な法案化に際して考慮すべき諸問題点を論じ，

　また予想される反論に弁明しているが，われわれはさしあたってそのモデル

　の骨子を知っておけば十分であろう。

　　モデルに示された三つの企業機関の構成原理について，ネル・プロイニン

　グは以下のように述べている。「統合の程度が，企業総会から企業監査役会を

　経て企業取締役会へと上昇してくるように注意深く段階づけていくという考

　え方が指導的基本思考として現われている。企業総会では，労働と資本の

　両パートナーは，明確に分離された集団として相互に対立し，いわゆる“そ

・の他のメンバー（weitere　Mtglieder）”が公益代表として両パートナーの間

　に調停的に介在している。企業監査役会では，労資のパートナーは，まだか

　くなるものとして登場しているが，企業監査役の選任に一定資格の多数決を

　要求することによって，どの企業監査役も，もはや自分の代表する側にのみ

　依存することはできず，相手方によっても支持されねばならない。企業取締

　役会ではいかなる集団利益・特殊利益ももはや代表されることはない。それ

　は，特殊利益に対するあらゆる拘束から解放されており，もっぱら全体の利

　益（Interesse　des　Ganzen），すなわち企業の繁栄と公共の福利（Gemeinwohl）

　に対して義務づけられているのである」⑬と。

　　ネル・プロイニングの企業組織法モデルに関しては論すべき多くの問題が

　予想される。例えばライザー（Raiser，　Thomas）は，ネル・プロイニングのモ

　デルについて，「まず第1に，それは，あちゆる構成要素を完全なそれ自体完

　結した構成体へと統合しているがゆえに，企業組織法のために工夫されたモ

　デルとしては，格段の進歩を示してい6＠］と評価しながらも，組織社会学の

⑬NeUBreuning，　Oswald　von：a．　a．0．，　S　96．

⑭Raiser，　Thomas：Dαε伽彪mah〃2en　oなClrganゐatS’o　n，　Kriti々und　Ernearerung　der

／z〃dStischenσ〃temaeh〃zenslehre，　Ber五n　1969，　S．16α
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観点から厳しい批判を加えている。またシュータイマン（Steinmann，　Horst）

は，ポパー（Popper，　Karl　R，）の科学論の立場から，ネル・プロイニングを方

法論的に批判してい魂しかしわれわれは，彼のモデル自体の有効性を問題

にするつもりはないし，また彼の方法論に特別の関心をもつものではない。

　すでに序論で述べたように，われわれは，企業組織法モデルをネル・プロイ

ニングの共同決定思考の発展の到達点として設定する。その場合モデル自体

から以下k“論ずべきいくつかの間題が導き出される。まず第1にこの企業組

織法モデルは，新しい共同決定の方式として，現行の共同決定法に対する批

判を内包しており，第2に，それは明らかに，今日の商法，とくに株式法に

対するいわば一種の挑戦状になっているということである。このような批判

的視角は，どのような問題意識から生み出されてきたのであろうか。

　企業組織法モデルはまた新しい企業観に支えられていると理解される。こ

のことは先に引用したネル・プロイニングの言葉から十分にうかがい知るこ

とができよう。企業組織法モデルの基礎にある企業観はいかなるものである

か。以上の2つの問題を，以下の第3節と第4節で検討していく。

III共同決定法から企業組織法へ

し

　ネル・プロイニングは共同決定法を批判していう，「企業組織法は論理的に

厳格であるが，石炭・鉄鋼共同決定法（Montan－Mitbestimmung）は論理的
分裂に悩んでい調と。また儲を「びっこの（hink・nd・）経済的共同輔

⑮Steimann，　Horst：Das　Groβttnternehmen　in　ln彪ressenleonflikt，　Ein　wirtschafts－

wdSsens伽砺吻7　Dt’sleussi・nsbeitrag　zu　Grundflagenθ吻7　Refor〃z　der　Unterneh－

〃zensordn　ung　in　laochentOpickel彪n　Indu硲tn’egesellscha］ft」Stuttgart　1969，　S．114ff．

⑯　Nell－Breuning，　Oswald　von：Weisungsbefugnis　und　Mitbestimmung　in　der　Unter－

nehmensverfassung，’ln：〃itbestimmung　〃nd　Setbest吻mecng，　hrsg．　von　Christian

Troebst，　Stuttgart　1970，　S．70．

⑰　NeUBIe　uning，　Oswald　von：Von　der　Mitbes丘mmung　zur　Untemehmensvertfassung，

S．671．

’
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と評している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　論理的分裂について次のように述べる。「株式会社の最高機関たる株主総会

は，共同決定の関係しないところとなっている。その結果，法律または定款

によって株主総会に議決権が留保されているすべての決定は，労働側の参加

なくして決議されるにもかかわらず，“共同決定されだ取締役会によって執

行されねばならないという事態が生じている劉「共同決定法に見出されるこの

ようなそれ自体奇妙な規定は，生成の歴史を見れば十分に理解し得るし，当

時の状況からしてそうならざるを得なかった。しかしながら共同決定が内的’

論理一貫性を欠き構造上の欠陥を特質とするに至っているという事実は卒直

に認めなければならない」と。

　1951年の共同決定法（Gesetz　Uber　die　Mitbestim　hung　der　Arbeitnehmer

in　den　Aufsichtsraten　und　Vorstanden　der　UnteMehmen　des　Bergbaues　und

der　Eisen　und　Stahl　erzeugenden　Industrie）は，労働者の経営参加の形式を

規定しているが，共同決定権の法的根拠については沈黙している。こうした

立法者の態度がその後今日に至るまで激しい論争を生み出してきた。新自由

主義の立場に立つボェーム（B6㎞，　Franz）の如き強固な共同決定反対論者

にとっては，共同決定権は法体系の混乱要因であり，共同決定法の論理的矛

盾の責はひとえに共同決定それ自体に帰せらるべきものであった曾しかしな

がら少なくとも労働者の共同決定権を擁護しようとする立場に立っている人

にとっては，問題はそう簡単ではなかった。ネル・プロイニングが上に指摘

した如き共同決定法の構造上の欠陥が共同決定法が株式法になじまないとこ

ろに因を発していることは明らかである。しだがって解決の道は三通り考え

られた。第1は株式法を軸にしてそれに適合するように共同決定権を根拠つ

けようとする道である。第2の道は，逆に共同決定法に合わせて株式法を改

正していくものである。そして第3の道は，共同決定法と株式法を包括しこ

れを超越するようななんらかの新しい法体系を確立しようとするものである。

⑱Ne皿・Breuning，　Oswakl，　von：Untemehmensverfassung，　S．89．

⑲　拙稿「共同決定をめぐる論争一新自由主義の主張」名古屋学院大学論集第7号（1966）
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　1950年代前半のネル・プロイニングは，第1の道を歩いている。その当時，

彼は，労働者の共同決定権をパートナLシャフト（Partnerschaft）論におい

て根拠づけようとしていた。所有参加，（Miteigentum）1の政策によって・す

なわち労働者を共同所有者（Miteigentla㎞er）にすることによって・共同決定

権と株式法との間の論理的矛盾を解消しようとしたのであ調しかし5・年代

の後半に入ると徐々にこの道から離れていく。所有参加の政策はそれ自体と

して評価しながらも，労働者の共同決定権をそれ自体として根拠づける道を

摸索し始めるのである。結局第3の道に至り着く。企業組織法の構想がその

道標になっている。われわれは，第1の道から第3の道への過程に，ネル・

プロイニングの共同決定思想における重要な発展をみるのである。発展の契

機となったものは何であったであろうか。

　この問題に関連して次の二つの論文が注目される。一つは，1956年の論文

「現代社会における所有と支配」（Eigent　um　md　VerfUgungsgewalt　in　der

modernen　Gesellschaft，　i　n：Die　GeseZaschaft，　in　der　wz’r　leben，5．　Europaisches

Gesprach（1956），　KOln－Deutz　1957）であり・いまひとつは・1958年の論文「所有．

と秩序形成力」（Is七Eigentum　einer　OrdnungsmaghtP　in：Macht　oder　Ohn－

macht　des　Eigentums　，7Edropaisches　Gesprach（1958），　Kbln－Deutz　1959i　）で

ある。いずれも今日の大企業体制下における所有と支配の問題を取扱っている。

　1956年の論文では，いわゆる所有と経営の分離という現象が考察の対象と

されている。大企業に集中された富とそれに附随したさまざまの特権（例え

ばgood－w’i11）’としての「対象化された（gegenst加dhch）所有は，かつてより

も強力な権力手段となっている。しかし私的所有権とその権利の私的所有者

は無力化（。ntmacht。n）してv6＠」とする．そして所儲に代って登場する経

⑳Nell・Breuning，　Oswald　von：Mitbestimmung　und　Partnerschaft　aUf　der　Ebene　von

Betrieb　und　Unternehmen，　in：；4／rege　zum　so2ialen　Frieden，　hrsg．　von　H。－D．　Ortlieb　und　H．

Schelsky，　Stuttgart　und　DUsseldorf　1954，　S．121ff．

⑳NeU－Breuning，　Oswakl　von：Eigentum　und　VerfUgungsgewalt　in　der、modernen

Geselkうchaft，　in：Dt’e　Gθsθ〃sch勿7，　in　der　wir　leben，5．　Europai　sches　Gesprach，　hrsg．　von

H．KUppers，　K61n－Deutz　1957；abgedruckt　in：Ne皿・Breurゴng，　Oswald　von：1〃irtSchaft

und　Gθsθ〃schaガheute，皿Freiburg　1960，　S．159，
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営者についていくぶん誇張気味に次のように述べている。「今日の権勢ある大

企業者は，もはや巨大な財産・巨額の生産手段財を投入しそれを企業者的に

利用している人間ではなく，自己の所有にない生産手段装置に対する，した

がって経営と全体の企業複合体に対する支配権を占有している（okkupieren）

人間，多くの場合それを寡奪した人間であ6＠］と。ネル・プロイニングは，

ここで経営者支配という現実に対して二つの問題を提起する。

　経営者は，その支配権の合法性を形式的には所有者の所有権から引き出し

ているが，現実には所有者から独立して強大な支配権を行使している。この

ような経営者の支配権の根拠はどこに存するのか。これが第1の問題であっ

た。彼はここで以下のような興味ある見解を述べている。「私の推察によれば，

このような経営者支配を可能にしかつ決定的に有利にしているところのも

のは，現実の社会的・経済的内実にもはや適合しなくなった法人としての資本

会社（Kapi　talgesellschaft）の法的形態であると思われ6＠Jと。支配権は，そ

れが暴力とならないがためには合法化されねばならない。今日の大企業がま

とっている法的形態力㍉「現実の社会的事態を隠しているマント＠］にすぎなく

なっているとすれば，いかなる法的形態によって経営者の支配権は根拠づけ

られるべきなのか。この問いはおのずと企業をめぐる現行法体系に対する批

判へと導いていくのである。　　　　　　　　　　　　　　1

　第2の問題は，共同決定の問題に関連している。ネル・プロイニングはい

う，「法人にまで高められた資本会社という衣はすでに時代遅れになってお

り，現代の企業には合わなぐなっている。共同決定をめぐる論争と，現行の

資本会社の法体系へもともと異質な共同決定を無理に押込めざるを得なかっ

たその様式をみればこのことは明らかであ6＠］と。ここに，第1の問題

つまり経営者の支配権の根拠の問題と，第2の，労働者の共同決定権の法的

根拠づけの問題とが，旧来の法体系の批判という同じ問題意識のもとで把握

⑳NeU－Breunlng，　Oswa】d　von：a．　a．0．，　S．258．

⑳NeUBreuning；Oswaki　von：a．　a．0、，　S．261．

⑳Nen・Breuning，　Oswak【von：a．　a．0。　S．255．

⑮　NeU－Breuning，　Oswaki　von：a．　a．0．，　S．261．
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されている。経営者の支配権と同時に労働者の共同決定権を合法化し得る新

たな法的形態が探求されなければならないのである

　1956年の論文は，問題提起に終っているが，1958年の論文では解決の方向

がかなり明確に示されている。ネル・プロイニングはいう，「経営と企業の領

域において一いずれにしろ現代経済の様相に刻印されている大企業・巨大企業

に関するかぎり一所有は，もはや，かつての異なった事態のもとでならもち得

たし，また事実もっていたような秩序形成力（Ordnungsmacht）ではなくなっ

ている，少なくとも秩序形成力としては今日もはや不＋分になってきてい調

と。経営者の支配権や労働者の共同決定権は，所有に基いて根拠づけられな

い，あるいは，経営者支配や労働者の経営参加は，所有の秩序形成力の弱体

化ないし無力化の現実と表裏の関係にあるというべきであろう。所有が中心

的な秩序形成力としての地位を失なってしまっているとすれば，企業の秩序

形成を担当するのはだれか。　ネル・プロイニングは，資本と労働と公益

（6ffentliches　lnteresse）の三者を挙げる。すなわち，「資本一労働一公益の3幅

対がわれわれに企業組織法の課題を示している。もっともこの課題は，今の

ところ満足できる解決を見出していないが，必ず解決されなければならない

のであ罰と。

　たしかにこの時点では，資本・労働・公益の三大要素によって企業組織法を

いかに構成するのか，また構成にさいして指導原理となるものはなにか，と

いう点についてはまだ十分な展開は見られない。しかし企業組織法への決定

的な一歩は踏み出さ紅ている。企業組織法の基礎となるべき新しい企業観が

ここに既に芽生えているのである。例えば次の言葉がそれを示している。「資

本会社それ自体，つまり“株式会社”なる結社は，所有のまわりをめぐって

いる。だれもこの事態を変更しようとは試みず，ただかかる事態をその本来

⑳NeHBreuning，　Oswakl　von：Ist　Eigentum　eine　Ordnungsmacht？，in：Macht　oder

Ohn〃zacht　des　Eigentu〃2s，7．　Euraptiisches　Gesprach，　hrsg．　F．　R6ssli　ng－GrUt　ers，　K6h－

Deutz　1959；abgedrukt　in：Ne　U－Bre　uning，　Oswald　von：1〃ゴ廊c加ガund　GesellS｛Whaft　heute，

IU，　S．290．

⑳　NeU－Breuning，　Oswald　von：a．　a．0．，　S，285．
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の純粋さにおいて再生することだけを考えている。しかし経営と企業は，活動

する人間のまわりをめぐっているのであり，さらに公共体の繁栄と安寧に多

様な関籾合いをもっているのであ罰と．その後ネル．プ。イニングは，

企業は社会的構成体（Sozialgebilde）であると確言するに至るが，すでにその

基本思考はここに現われている。

　共同決定法のもつ内的欠陥を克販するためにネル・プロイニングが選んだ

第3の道は，現代社会における所有と支配についての新たな認識へ彼を導い

ている。そこにみられる所有と支配の分離および経営者支配という現象は，

伝統的な企業観に支えられた会社法が，強大な権力を自由にする経営者の支

配権の法的根拠を説明するにはますます不十分になってきていることを示し

ていると思われた。他方，秩序形成力としての所有が無力化しているという

事実は，少なくとも私的所有権と共同決定権の二者択一を迫まるような議論

のすすめ方からはその妥当性を奪うことになった。より現実に適合した企業

観が求められるのである。

W　企業組織法の基本思考

　先に掲げた企業組織法モデルを一見すれば容易に推察されるところである

が，企業組織法の構想は，新しい企業観によって支えられている。ネル・プ

ロイニングは述べる，「“企業組織法”という概念によって，共同決定に対す

る重要な新しい洞察への扉が開かれたばかりではなく，究極的には企業それ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
自体に関するより包括的で基本的な議論への門戸が開かれたのである」と。

この扉の前ヘネル・プロイニングを導いてきたところのものは，前節でみた

ように，今日の大企業・巨大企業に典型的な所有と経営の分離と経営者支配

という現象であり，かかる現象の背景に洞察される所有の秩序形成力の喪失

⑳Nell－Breuning，　Oswaki　von：a．　a．0。　SS、289－290．

⑳Ne皿一Bre　uni　ng，　Oswald　von：Mitbestimmung，　Frankfurt　aM．1968，　S　39．
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という傾向であった。したがって秩序形成力としての所有が優位にあった時

代に形成された企業観は，今日では根本的に修正されなければならないとい

う認識がそこに生まれてきたのである。以下では，企業組織法の構想の根底

にある新しい企業観に注目してみる。

　1968年のCDU（キリスト教民主同盟）ベルリン大会は，労働組合側の共同

決定拡大の要求に応えるために，党独自の法案を作成しようとしていた。と

ころが法案の名称をめぐって，労働者側に立つ社会委員会と使用者側の経済

委員会とが激しく対立した。前者は，Unternehmensverfassungを主張し・後

者はBetriebsverfassmgを固執した。妥協の結果Unternehmensrechtに落

着いたのであったが，ネル・プロイニングlzli，この結末に対して，「双方のい

ずれも，この言葉の選択によってなにがもみ消されてしまったかを明日に理

解していなかったのではな・調と批判する．そして以下のように述べる．

「ここでは根本的に異る2つの企業観が問題になっている。一方の企業観に

よれば，企業は客体（Objekt）であり，客体であるがゆえに・人はこの事物に

秩序を与える．他方の企業観に挿と・企業は主体（Subj・kt）である・主体

であるがゆえに，企業は，V，・fassungを必要とす罰と．　CDU内部におけ

る社会委員会と経済委員会の対立の中に，旧い企業観と新しい企業観との衝

突の典型的な例が見出されるのである。

　旧い企業観によれば，企業は明らかに利益一元的（interessenmoni　stisch）

に理解されている。企業は客体であり，主体は企業の所有者である。利潤極

大化という主体たる所有者の目的が企業目的となっている。ネル・プロイニ

ングは，このような企業像を「二極的企業モデ・鐵伽・ip・lig・・Unt・・n・h－

mensmodell）と特徴づける。二極的企業モデルでは，労働と資本のみが登場し・

企業者は資本に吸収されている。つまりそこでは企業者機能と所有者機能が

一
致しているのである。ここに登場している企業者は，いわゆる所有者企業

⑳Nell－Breuning，　Oswald　von：WeisungsbefUgnis　und　Mi　tbestimmiung　in　der　Unter－

nehmensverfassung，　S．66．

⑳Nell－Breuning，　Oswakl　von：Mitbestimmecng，　S　34．
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者であり，それは，高度資本主義時代における創造的・冒険的な商人を指導

像としている。このような利益一元的企業概念と二極的企業モデルが，現行

の商法体系を支配している。前節で言及した共同決定法の論理一貫性の欠如

は，商法体系を支配している旧い企業観と労働者の共同決定権に予想される

新しい企業観との軋櫟の現われに他ならない。

　株式会社の監査役会や取締役会は，客体としての企業を所有する会社の機

関であり，それは，「けっして企業に属する機関ではなく，企業を運営するた

めの機関である（Organe　zwar　nich　des　Unternehmens，　sondern　fUr　das

Unternehmen）＠］。このことが認識されず，しばしば会社と企業の同一視もし

くは両者の混同がみられるのである。ネル・プロイニングの理解によれば，

石炭・鉄鋼共同決定法は，まさに企業と会社の同一視の上に成り立っている。

監査役会は，株式会社の，それゆえ所有者の機関である。この所有者の機関

へ，いわば異質物（Fremdkdrper）として労働代表が加わっているのである。

これは論理的矛盾である。それのみではない。共同決定法によっても企業に

おける労働者の地位は，依然として変らない。すなわち被用者の法的地位は。

原材料や半製品の供給者と同じく，労働力の供給者として，企業に対しては

外部者・他人の関係に止まっている。したがって被用者の利益は，企業自体

の利益ではなく，企業にとっては他人の利益であり，一般に企業の利益，つ

、まり会社の利益に対立することになる。

　ネル・プロイニングは，共同決定法を評して，「それは，“所有者の中で構

築されている〃（i。den　Eig，ntUm，・hin・ing・bau調という．しiS“しば完全

主義者と呼ばれる彼の考えは，きわめて形式論理的である。しかしこうした

厳しい論理性の追求の背後には，優れた時代認識ときわめてラディカルな共

同決定思想が存在している。

　利益一元的企業概念と企業の二極モデルを特徴とする伝統的企業観に対し

⑫Nen－Breuning，　Oswakl　von：Unternehmensverfassung，　S，76．

⑳Nell－Breuning，　Oswald　von：Weisungsbefugnis　und　Mi　tbestimmung　in　der　Unter－

nehmensverfassung，　S．69．　　　　　　　　　　　　　v＼
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て，新しい企業観は，企業を主体として把え，企業の利益多元的（interes－

senpluralistisch）理解と三極的企業モデル（dreipoliges　Unternehmensmodelle）

を特質とする。

　新しい企業観によれば，企業は，貸借対照表上に表現されているたんなる

物象（Objekt）ではなく，なによりもまず人間の団体（Verbund　von

Menschen）である。ネル・プロイニングは述べる，「企業は，企業になにも、の

かを一自己の財産または自分自身の労働力を一投下し，そこで危険を負

担しているところの燗から構成されてい罰と．ネル・ブ・イニングは，

企業を社会構成体（Sozialgebilde）として把握している。この場合，経営につ

いても社会構成体といわれるが，企業という社会構成体とは区別される。経

営では，人間は協働者として登場し，人間の間の関係は人格的である。これ

に対して企業では，資本と労働という各々本質的に異なった要素を企業に投

入している人間が，利害関係者として登場し，両者の関係は非人格的かっ匿

名的である。

　企業はさしあたって利益二元的に理解されている。資本を投下している者

と労働を投下している者との間には，「まぎれもない重大な利害対立が認めら

れるが，利害の一致は，それにもましてはるかに強いばかりではなく，不可

抗的なものとみなされ乳双方の利害の間には，とくに成果の分配をめぐっ

てきびしい対立があるが，双方の利益は同じく企業自体の利益であり，この

利益を実現していくことが企業の目的である。これらの利益が相互に衡突し

たり，あるいは企業の全体目的と対立したりする場合，そこには企業自体の

目標衝突が生じているのである。

　企業の利益多元的理解においては，労働と資本に並んで，公益（16ffentli－

ches　Interesse）が登場する。公益はいかなる意味で企業の構成要素となる

のか。ネル・プロイニングは以下のように述べている。「政治的社会体（国家・

自治体）の中で法的に有効に租織された共同体もしくは公共体は，その権力

⑭　Ne11－Breuning，　Oswaki　von：a．　a．0．，　S．68．

⑳　Nell－Breuni　ng，　Oswakl　von：Unternehmensverfassung，　S．84．
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的作用と，とくに法規によって，企業の存在，活動と生命，繁栄と衰退に本

質的に参加しているかぎりにおいて，企業にとって構成的なものとみなされ
6＠
］と。ところが社会構成体としての企業を広く解釈すると，労働と資本以

外になぜ公益のみがとり上げられているのかが理解できない。資本・労働・

公益の三者以外に債権者や原材料の供給者，あるいは顧客なども利害者集団

としての企業に属するのではないか。彼らもまた「なにものかを投下し危険

を負担している」からである。例えばケーラーは，「現代の企業は，具体的に

企業に参加しているすべての集団，所有者もしくは出資者，債権者，被用者，

広い意味での供給者と顧客に奉仕するものであ6＠］としている。われわれは

この点に関して以下のように解釈する。

　ネル・プロイニングは，利益二元的理解においては，企業に不可欠の生産

要素という観点から労働と資本を二大利害者集団として規定しいる。ところ

が利益多元的理解では，別のメルクマールによって公益がとり上げられてい

る。ここでは秩序政策上のメルクマールが中心に置かれ，企業の公共性ある

いは社会的責任が問題とされているのである。ネル・プロイニングは述べる，

「大企業・巨大企業は，明らかに純粋に私的領域をはるかに越えた権力形象

である劉「労働と資本は，経営利己主義的に（正しくは企業利己主義的に）

結託して，所轄官庁に強力な圧力をかけることも考えられ調と。したがっ

て彼が企業を利益多元的に把握して公益に注目するとき，労働と資本以外の

利害関係者の中で今日とりわけ公益が企業にとって本質的であることを指

摘しているというよりは，むしろ大企業の権力コントロールという秩序政策

上の観点が前面に押し出されてきていると，われわれは理解する。企業にお

ける労働と資本の利益と，この場合ネル・プロイニングの意味する公益は別

種の選択基準の上に置かれている。ケーラーのいう利益多元性とネル・プロ

⑯NenBreuning，　Oswakl　von：乱a．0．，　S．87．

⑰　Kbhler，　He　rbert：Rechts　fo　rm　und　Unternehmensverfassung，　in：Zθ爵6〃万浮藏7　die

gesa〃zte　n　Staatswissenscha／7，115（1959）S．720．

⑱　NeHBreuning，　Oswakl　von：Untemehmensverfassung，　S　lO1．

⑳NeU－Breuning，　Oswakl　von：a．　a．0．，　S．102．
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イニングのいう利益多元性とは，それぞれ意味するところを異にしているの

である。

．

社会構成体としての企業は，ネル・プロイニングにおいては，やはり利益

二元的に理解されていると，われわれは解釈する。ただこの場合，企業者の

利益はどう位置づけられるのかという問題が残っている。彼もまた利害関係

者の1人ではないのか。

＼ 企業の三極モデルでは，労働と資本に並んで企業者が登場する。ネル・プ

ロイニングはいう，「労働と所有（資本）は，企業の質料原理（Materialprinzip）

であり，企業者は，形相原理（F。・mp・in・ip）であ£と．ここでは企業者機

能と所有者機能が明白に分離されている。企業の三極モデルは，所有と経営

の分離並びに経営者支配という現実に対する彼の時代認識を反映している。

　利益多元的企業概念と三極的企業モデルを念頭に置いて，第2節で概観し

た企業組織法モデルを眺めてみると，ネル・プロイニングの全体的な構想の

中で決定的な鍵を握っているものが，企業者の地位と役割であることが容易

に察せられる。新しい企業観は，また企業者に対する新たな認識を含んでお

り，その認識が企業組織法モデルに具体的に表現されているのである。

　ネル・プロイニングは，「企業組織法に関する研究の頂点には，企業者に対

する轍が表現されてい罰と述べている．市場経済体制をとるかぎり洪

同決定下でもなお真の企業者職能は維持されねばならないのである。ところ

が彼には，「今日かつてなかったほどの高い重要性を有するに至っている企業

者選択の秩序機能を，所有はもはや果すことができな・匙いう識がある。

したがってこの点から企業組織法モデルをみると，それは企業者選択の新し

い原理を示しているものと理解される。

　他方，企業組織法モデルは，企業者に利害対立の調停者としての役割を期

待し，それにふさわしい地位を与えようとしている。すなわち「企業者は，

参加者全体の利益の擁護者として，彼らのあい対立する利害を調停しなけれ

⑩Ne　il－Breuning，　Oswald　von：Mitbestimmung，　S．35．

⑪Ne　ll－Breuning，　Oswald　von：a．　a．0．，　S．33．．
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ばなちなレ曾」1したがって企業者は，あらゆる個人的利益や特定利益に抗し

て，それらを超越した自己の立場を守りながら全体利益を貫き通していくた

めには，法律的にもまた実際的にも十分に強力でなければならな渦と。企

業組織法モデルに見出される三つの企業機関，企業総会・企業監査役会・企

業取締役会は，下から上へと統合の過程が完成されていく図式を示している

ことは先に指摘した。ネル・プロイニングは次のことを強調している。すな

わち「企業のトップ・マネジメントで，利害対立が，少なくとも“確定され”

たり，あるいは“制度化され”てはならないのであり，企業取締役会がひと

つの統一的組織体（Kbrper）を形成することが要請される。企業監査役会の

段階で予見されている半統合（Ha】bintegration）が，企業取締役会の段階で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑬
は完全な統合へ達することが意図されている」と。ここでは本来の企業者職
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭
能以外に，さらに企業者には，利害の調整と統合という「重い義務」が課せ

られているのである。

　ところで企業者が彼自身の利益の為に他者を犠牲にすることなく，かかる

重い義務を遂行していくということはどのように保証されるのか。企業組織

法モデルは，企業者の支配権の法的根拠を明らかにすることによって，逆に

支配権の濫用に対する一定の抑止力を生み出そうとしている。労働と資本は，

その任命権を盾にして，企業者の自己利益の為の権力濫用に対しては対抗力

となり得るし，また第3の任命権者である公益は，企業利己主義的な支配権

の濫用に対して対抗するだろう。たしかに「企業組織法は，企業者が，企業

者他位へ任命した人々に対して責任を負うことを要求呂，これを制度的に保

証することを意図している。しかし他方でネル・プロイニングは，現代の経

営者層の強大な支配力を企業組織法によって十分にコントワールし得るとは

考えていない。やはり経営者の個人的な資質に期待するところが大きいので

⑫Nell－Breuning，　Oswakl　von：Untemehmensverfassung，　S．　85．

⑬Ne　ll・Breuning，　Oswald　von：a，　a．0．，　SS．94－95．

⑭Ne皿一Breuning，　Oswakl　von：a．　a．0。　S．84．

⑮Ne　ll・Breuning，　Oswakl　von：a．　a．0．，　S．85．
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ある。以下の彼の言葉がそれを示している。すなわち「トップ・マネジメン

トが必要としている人間は，精神的に高度な知性を備え，決断力と意志力の

ある人間，品格のある人間，　とりわけ真に人間的な人間（menschliche「

M。n、ch）であ調と。

　以上において，ネル・プロイニングの企業組織法の構想を支えている基本

思考を，とくに彼の企業観を中心にして考察してきた。われわれのみるとこ

ろ，彼の年来の課題であった共同決定法の内的欠陥の克服は，一応成功して

いるように思う。企業組織法は旧来の商法体系とは別の論理の上に築かれ

ているからである。すなわち「企業組織法は，所有の法レベルとはまったく

別の法ヒベルに定置しているがゆえに，それは，企業の，より厳密に言えば

企業財産所儲の，財産法上備造に関しては何物も変更しないからであ調

と。

V　結　　論

　企業組織法モデルを到達点に設定して，ネル・プロイニングにおける共同

決定思考の展開をみてきたが，企業組織法を構想する過程で，彼が経営パー

トナーシャフト思考に対する評価を徐々に変えてきたことに・われわれはと

くに注目している。今日に至るネル・プロイニングの共同決定思想の展開は，

経営パートナーシャフト思考の後退として特徴づけることも可能であろう。

　1954年にネル・プロイニングは，次のように述べている。「言葉の全き意味

における真の経済的共同決定への道，真のパートナーシャフトへの道，経済

市民としての完全な同権への道は，賃金労働関係の克服によってはじめて拓

かれる。では今日の賃金労働関係にかえて何を置くべきか。それはパートナー

⑯N，ll－B・euni・9，・O・w・ld・・n・D・・M・nag・rt・m・i・d・・h・utig・n　Ge・ell・ch・ft・　in：De「

A。k、，t，ltt、　・wi・ch・n　A・b・iter・ch・fi　・nd　M・n・g・m・nt・　h・sg・v・n　H・B・y…B・・1i・1961・S・

291．

⑰Ne・ll・B・eu㎡・g，0・w・ld・・n・Mitbestimmung・　S・・42・
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シャフトであ調と。

　ところが1968年にはこう述べている。「かつてはこれが私の見解であった。

しかし現在では私はそれを正しくないと思っている＠］「パートナーシャフト

や全員企業者制（Mitunternehmertum）に反対するわけではないが，それら

が“生産手段からの労働者の分離”を克服する道だとする幻想は捨て去るべ

きである。そのような道はない。労働者の生産手段かちの分離は，不可避の

宿命であ轟と．

　この2つの見解の間には大きな隔りがある。その間の事情についてはすで

に第3節で考察したところである。1954年当時のネル・プロイニングは，所

有に内在する秩序形成力に期待するところが大きかった。労働者をなんらか

の形で企業財産の所有者にして会社の一員にすることが，共同決定法の論理

的矛盾を解消する道だと考えていた。ネル・プロイニングもまた所有にとら

われて共同決定の問題を解こうとしていたのである。しかし現実の産業社会

では所有の秩序形成力が次第に衰退しつつあることに気付いた彼は，所有の

問題から解放されて労働者の共同決定権の根拠づけの問題を追求し始めた。

彼の企業組織法モデルはひとつの到達点を示している。企業組織法は，労働

者の共同決定権が，労働それ自体に由来するものであることを明らかにしよ

うとしている。

　以下のネル・プロイニングの言葉は，彼自身の共同決定思考の発展の到達

点を示すとともに，．今後，とくにカトリック社会論内部での共同決定をめぐ

る論議の新たな出発点になると思われる。ネル・プロイニングはいう，「労働

する人間は，企業財産の小所有者として共同決定することを要求しているの

⑬Ne皿一Breuning，　Oswald　von：Mitbestimmung　und　Partnerschaft　auf　der　Ebene　von

Betrieb　und　Unternehmen，　in：”（ege　zum　sozialen、Frieden，　hrsg　von　H7D．　Ort五eb　und　H．

Schelsky，　Stuttgart　und　DUsseldorf　1954，　S．127．

⑲Nell－Breuning，　Oswald　von：Arbeit　und　Mitbestimmung，　in：Mitbestim〃zung，　f～eferate

und　Di・leussi・n　a・f・der　T・gung　le・th・li・cher・S・・ialwissenschaftler（1968），　h・sg．　v。n

Anton　Rauscher，　Kbln　1968，　SS．25－26．

⑩　NellBreuning，0忌wa】d　von：ルfitbestim〃zung，　SS．12－13．
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ではなく，まさに彼が労働者であること，そして企業に対して彼が給付して

いるところのものに基いて，共同決定することを要求しているめである。労

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
働者の労働こそが，彼の共同決定の法的根拠となるべきである」と。さらに

別に次のように述べている。「われわれは，被用者の共同決定権の法的根拠は

労働に存し，それは，企業への資本参加1・由来する権限に対して対応物もし

くは反対物を示していると考え幽と．

　賃金労働関係は，かつてはネル・プロイニングにとって克服さるべき栓桔

であった。賃金労働関係は，従来，労働を投下する側が資本を投下する側の

一一
方的な支配下に置かれることを意味していたからである。しかしながら企

業組織法のもとでは，資本と労働は対等の関係に立っている。そこでは資本

と労働との間の支配・被支配の関係ではなく，企業者あるいは経営者と被用

者との間の支配関係が賃金労働関係を特質づけているにすぎない。「企業と経

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t営がまさしく支配団体（Herrschaftsverband）であるということは・けっして’

燗の主体地位（Subj，kt・t・nung）を害うものではな亀したが5て「完全

、に同権的な共同決定を賃金労働関係の中へ組み込むことは可能とな罰ので

ある。

⑪N，皿一B・eu血・g，0・w・kl・・n・Mitb・・timm・ng一物纏ω卿3　F・eib・・g／Basel／

Wien　1969，　S．6．
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